
消費税率引き上げ等に伴う 

「各種ご利用手数料」改定のお知らせ
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたびの消費税法の一部改正により、平成２６年４月１日（火）  

から消費税率が現行の５％から８％へ変更され実施されます。 

これにともない、弊金庫が提供いたします各種サービスのうち消費税

が課税されます各種手数料等につきまして、同日から新消費税率８％

を適用させていただきます。 

また、同日からお振込関係サービスを更に充実させるため、振込手数

料の金額区分を３万円から５万円へ変更いたしますので、お知らせ申し

上げます。  

 ご利用の皆さまには、ご負担をおかけすることになりますが、何卒 

ご理解くださいますようお願いいたします。 
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※ 現在、お取引口座から自動引落しております手数料等につきましても新消費税率８％を適用

させていただきます。 

※ 弊金庫のパンフレット・商品の説明書等において、消費税率５％の表示のものについては、平成

２６年４月 1日以降は新消費税率の８％に読み替えてください。            以上 
 

  

 

 ご不明な点がございましたら、窓口にお問い合わせください。 

（1）消費税が課税される主な手数料 
◎振込手数料 
◎ＡＴＭ利用手数料 
◎貸金庫手数料 
◎夜間金庫手数料 
◎各種証明書発行手数料 
◎通帳、証書、カード等の再発行
 手数料 

◎インターネットバンキング等 
 基本手数料 
◎でんさい手数料 
◎各種ローン・融資関係手数料 
◎債券（国債）口座管理手数料 
◎口座振替  
◎窓口両替手数料 

◆ 上記以外の手数料につきましても、新消費税率８％を適用いたします。 

（2）お振込手数料の金額区分の変更 

  各種お振込について、振込手数料の金額区分を下記のとおり変更いたします。 

金額区分 変更前 金額区分 変更後 
お振込関係 
手数料体系 ・3万円未満 

・3万円以上 
・5万円未満 
・5万円以上 

   ・お振込指定日が平成 26 年 4月 1日以降のお振込分から適用させていただきます。 

詳しくは、平成 26 年 4 月 1 日以降の主な手数料一覧をご覧ください 

http://www.shinkin.co.jp/sawayaka/commission/index.html

